
【様式第１号】

全体貸借対照表
（平成30年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 33,699,580 固定負債 9,871,846 

有形固定資産 32,403,277 地方債等 8,591,446 
事業用資産 14,910,180 長期未払金 - 

土地 5,869,521 退職手当引当金 1,280,400 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 15,531,985 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 8,195,096 流動負債 927,311 
工作物 2,803,743 １年内償還予定地方債等 824,529 
工作物減価償却累計額 △ 1,265,808 未払金 - 
船舶 - 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 - 前受金 - 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 95,152 
航空機 - 預り金 7,630 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 10,799,157 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 165,836 固定資産等形成分 34,710,808 

インフラ資産 17,291,221 余剰分（不足分） △ 9,871,440 
土地 1,758,937 
建物 1,228,152 
建物減価償却累計額 △ 736,218 
工作物 24,259,320 
工作物減価償却累計額 △ 9,397,792 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 178,822 

物品 487,296 
物品減価償却累計額 △ 285,421 

無形固定資産 - 
ソフトウェア - 
その他 - 

投資その他の資産 1,296,303 
投資及び出資金 440,898 

有価証券 - 
出資金 440,898 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 384,186 
長期貸付金 - 
基金 612,669 

減債基金 - 
その他 612,669 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 141,450 

流動資産 1,938,946 
現金預金 611,549 
未収金 97,428 
短期貸付金 - 
基金 1,230,236 

財政調整基金 1,213,796 
減債基金 16,440 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 267 

繰延資産 - 24,839,368 
35,638,525 35,638,525 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

栃木県芳賀郡益子町



【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 11,739,347 

業務費用 3,705,148 

人件費 1,347,038 

職員給与費 1,068,409 

賞与等引当金繰入額 95,152 

退職手当引当金繰入額 5,992 

その他 177,485 

物件費等 2,100,156 

物件費 987,529 

維持補修費 91,021 

減価償却費 1,019,116 

その他 2,490 

その他の業務費用 257,954 

支払利息 92,460 

徴収不能引当金繰入額 58,626 

その他 106,868 

移転費用 8,034,199 

補助金等 6,026,307 

社会保障給付 1,991,649 

他会計への繰出金 - 

その他 16,243 

経常収益 371,407 

使用料及び手数料 157,746 

その他 213,661 

純経常行政コスト △ 11,367,940 

臨時損失 11,421 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 11,421 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 9,456 

資産売却益 4,810 

その他 4,646 

純行政コスト △ 11,369,904 

科目

栃木県芳賀郡益子町



【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 24,649,532 34,857,094 △ 10,207,561 

純行政コスト（△） △ 11,369,904 △ 11,369,904 

財源 11,580,389 11,580,389 

税収等 8,171,194 8,171,194 

国県等補助金 3,409,195 3,409,195 

本年度差額 210,484 210,484 

固定資産等の変動（内部変動） △ 125,863 125,863 

有形固定資産等の増加 1,010,863 △ 1,010,863 

有形固定資産等の減少 △ 1,084,857 1,084,857 

貸付金・基金等の増加 598,091 △ 598,091 

貸付金・基金等の減少 △ 649,959 649,959 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 20,423 △ 20,423 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 190,062 △ 146,285 336,347 

本年度末純資産残高 24,839,594 34,710,808 △ 9,871,214 

科目 合計

栃木県芳賀郡益子町



【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 10,709,950 

業務費用支出 2,619,697 
人件費支出 1,335,717 
物件費等支出 1,095,285 
支払利息支出 92,460 
その他の支出 96,234 

移転費用支出 8,090,254 
補助金等支出 6,082,362 
社会保障給付支出 1,991,649 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 16,243 

業務収入 11,495,207 
税収等収入 8,164,567 
国県等補助金収入 3,065,032 
使用料及び手数料収入 158,060 
その他の収入 107,548 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 - 
業務活動収支 785,257 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,388,699 
公共施設等整備費支出 996,745 
基金積立金支出 356,954 
投資及び出資金支出 5,000 
貸付金支出 30,000 
その他の支出 - 

投資活動収入 806,462 
国県等補助金収入 344,163 
基金取崩収入 384,589 
貸付金元金回収収入 30,000 
資産売却収入 47,710 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 582,236 
【財務活動収支】

財務活動支出 813,465 
地方債等償還支出 813,465 
その他の支出 - 

財務活動収入 566,428 
地方債等発行収入 559,398 
その他の収入 7,030 

財務活動収支 △ 247,037 
本年度資金収支額 △ 44,016 
前年度末資金残高 647,935 
本年度末資金残高 603,919 

前年度末歳計外現金残高 6,740 
本年度歳計外現金増減額 890 
本年度末歳計外現金残高 7,630 
本年度末現金預金残高 611,549 

科目

栃木県芳賀郡益子町



1　重要な会計方針

(1)　有形固定資産等の評価基準及び評価方法

①　有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　ア　昭和59年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価
　　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
　イ　昭和60年度以後に取得したもの
　　取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
　　取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価
　　　ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。

(2)　有価証券等の評価基準及び評価方法

①　出資金は、出資金額により計上しています。

(3)　有形固定資産等の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　　　建物 １７年～５０年
　　　　工作物 １０年～６０年
　　　　物品 ４年～６年
②　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1
件あたりのリース料総額が300万円以下のファ　　　イナンス・リース取引を除きます。）
　　　･･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4)　引当金の計上基準及び算定方法

①　徴収不能引当金
　　　未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
　　　長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
②　賞与等引当金
　　翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞ
れ本会計年度の期間に対応する部分を計上し　　ています。

(5)　リース取引の処理方法

①　ファイナンス・リース取引
　ア　所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総額が３００万円
以下のファイナンス・リース取引を除きま　　　　　す。）
　　　通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
　イ　ア以外のファイナンス・リース取引
　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
②　オペレーティング・リース取引
　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6)　連結資金収支計算書における資金の範囲

　地方自治法第２３５条の４第２項に規定する歳入歳出外現金を除く現金としています。

(7)　採用した消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

注記
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(8)　その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項

①　物品の計上基準
　　　物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上してい
ます。
②　資本的支出と修繕費の区分基準
　　　資本的支出と修繕費の区分基準については、予算において「新設改良」とみなされているか、「維持管理」
費となっているかを基準として処理していま
　　す。

2　追加情報（財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項）

(1)　連結対象団体について

　一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保健特別会計、下水道特別会計、農業集落排
水特別会計

(2)　出納整理期間について

　地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受
払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

(3)　表示金額単位

　千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

栃木県芳賀郡益子町


